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 リフォーム工事完了報告方法のご案内 
 

工事完了後、実施の工事内容に応じた写真を準備のうえフォームから報告してください 

 報告までの日数の目安：工事完了日から１週間以内に報告してください。 

 ＞こちらからフォームにアクセスできます。 こちらからもアクセス可能です>>> 

 

住宅の全景 撮影例 

撮影ポイント 可能な限り建物全景（全体）が写り込むように撮影する  

外壁材 撮影例 

撮影ポイント 外壁材を撮影する 

ℹ外壁の工事がある場合に撮影 

 

屋上・バルコニー 撮影例 

撮影ポイント 防水材の施工状況やドレン周囲の防水措置の状況を撮影する 

ℹ バルコニーの工事がある場合に撮影 

 

内観 撮影例 

撮影ポイント 内装工事を行った居室の室内を撮影する 

ℹ内装の工事がある場合に撮影 

ℹ内装工事の例は以下のとおり 

●クロスの張り替え ● 床の張り替え 

 

住宅設備 撮影例 

撮影ポイント 取付けを行った住宅設備を撮影する 

ℹ 設備の工事がある場合に撮影 

ℹ 住宅設備の例は以下のとおり 

●トイレ ●ユニットバス ●洗面台 ●システムキッチン 等 

 

 

報告後、当社から［完了後検査］の「担当検査員のご案内メール」の配信があります 

受領した報告を当社側でシステムに登録する過程でのメール配信であり、事業者様に対応いただくお手続はございません。 

当社の都合で大変恐縮ですが、何卒ご承知おきください。 
 

問合せ先 保険管理部 瑕疵検査室 TEL：03-5408-8484 Mail:gmeng@house-gmen.com 
 

https://www.house-gmen.com/re-completion-report/

